
京都市交通局管理規程第２４号 

 京都市交通局職員の標準的な職を定める規程を公布する。 

  平成２８年３月３１日 

京都市公営企業管理者 

交通局長   西村  隆 

   京都市交通局職員の標準的な職を定める規程 

 地方公務員法第１５条の２第１項第５号に規定する標準的な職は，全ての職

務につき，次の表の左欄に掲げる職制上の段階に応じ，同表の右欄に掲げると

おりとする。ただし，プロジェクトチームのチームリーダー及びサブリーダー

が属する職制上の段階の標準的な職は，別に定める。 

 

職 制 上 の 段 階 標準的な職 

１ 次長，理事及び監察監が属する職制上の段階 局  長 

２ 
統括監察員，部長，室長及び担当部長が属する職制

上の段階 
部  長 

３ 

安全運行管理官，お客様サービス推進員，課長，所

長，工場長，担当課長及び担当所長が属する職制上

の段階 

課  長 

４ 
課長補佐，工場長補佐，所長補佐，担当課長補佐及

び担当所長補佐が属する職制上の段階 
課長補佐 

５ 係長，区長及び担当係長が属する職制上の段階 係  長 

６ 主事（技能・労務職を除く。）が属する職制上の段階 主  事 

７ 
１の項から６の項までに掲げる職制上の段階以外が

属する職制上の段階（技能・労務職を除く。） 
係  員 

８ 
技能・労務職のうち，指導運転士及び運転士が属す

る職制上の段階 
運 転 士 

９ 
技能・労務職のうち，高速運転士，高速車掌及び駅

職員が属する職制上の段階 

高速鉄道運輸

関係職員 

※ 「技能・労務職」とは，京都市職員任用規則に規定する技能・労務職をい



う。 

附 則 

この規程は，地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律（平

成２６年法律第３４号）の施行の日から施行する。 

（交通局企画総務部職員課） 


